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（２）高速道路整備の進捗に合わせ、関連して必要となる河川および砂防施設等を整備
します。 

 

取組方向２：直轄国道の整備促進に向けて 

（１）県内の幹線道路網を形成する直轄国道および高速道路（新直轄）と一体となり広
域的な高速道路ネットワークを形成する直轄国道の整備を促進します。 

 

取組方向３：県管理道路等の整備推進に向けて 

（１）県内道路ネットワークの骨格をなす高速道路および直轄国道へのアクセス道路と
なる幹線道路の整備を進めます。 

（２）広域幹線道路である国道等と接続する広域農道の整備を進めます。 
 
 

県が他の主体に期待する取組 

● 国が、道路網の骨格を形成する幹線道路の整備を行います。 
● 市町が、地域生活に直結する道路整備を行います。 

 
（※注１）：リダンダンシー：自然災害等による障害発生時に、一部の区間の途絶や一部施設の破壊が全体

の機能不全につながらないように、あらかじめ交通ネットワークやライフライン施設を多重化

したり、予備の手段を用意すること 
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